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（ 続紙 １ ）                             

京都大学 博士（  農 学  ） 氏名  王 聞 

論文題目 
 
富山県砺波地域における自然災害と伝統的災害対応の再評価 
 

（論文内容の要旨） 
 
 富山県砺波地域は、北に向かって流下する庄川と小矢部川の流域であり、山間部の
深い谷と平野部の扇状地からなる地形が特徴である。山間部の河川沿いには世界遺産
である五箇山の合掌集落に代表される集落が存在し、扇状地地形を持つ砺波平野には
日本有数の散村景観が展開している。一方、砺波地域では古くから洪水や風害、表層
雪崩などの自然災害が多発してきた。近年は土砂災害も多く報告されている。その結
果として、この地域では霞堤や松川除、聖牛、雪持林、屋敷林などのさまざまな伝統
的災害対応が生み出されてきた。山間部の五箇山にみられる雪持林は雪害や土砂災害
に対応したものである。また、平野部に展開する屋敷林は散村景観の構成要素である
が、防風機能に加え、水害や雪害への対策でもある。このような伝統的災害対応は複
数の自然災害に対応するものであるが、近年の極端気象などによるさまざまな災害へ
の備えとして、現在再び多様な生態系を活用した災害対応を見直すことは重要であ
る。 
 本論文では、自然災害リスクの回避に有効な地域社会に伝えられてきた典型的な伝
統的自然災害対応の継承のための方向性の検討と、災害に対する「賢い対応」の再評
価を富山県砺波地域において行うこととし、①明治期以降の自然災害履歴を可視化
し、町村単位で自然災害の種類や頻度などの地域特性を明らかにすること、②山間部
の雪持林と平野部の屋敷林に特に注目し、その変遷を把握し、それぞれが持つ機能の
今日的な評価を行うこと、③それらを踏まえた上で、今後の伝統的災害対応の保全・
活用のあり方を明らかにすること、を目的とした。 
 

第1章は序論である。まず既往研究を検討し、地域の自然災害履歴から自然災害の
特徴の把握を行った日本各地における研究を概観した結果、地域内で起こる複数種の
自然災害を包括的にとらえ、地域の自然条件および社会背景を踏まえた自然災害への
対処法に踏み込んで分析している研究はそれほど多くないことを指摘した。また、伝
統的災害対応の考え方および過去の事例研究を整理し、今日における伝統的災害対応
の再評価の重要性について考察した。以上を踏まえた上で、本研究の目的と意義を示
し、最後に本論文の構成について述べている。 

 
第2章では、砺波地域の自然災害の地域特性の検討を、明治期以降の文献調査およ

び地理的分布の解析を通して行った。その結果、本地域における災害発生頻度は各町
村で大きく異なり、変動してきたことが明らかになった。水害、風害、雪害および土
砂災害のいずれの災害種も、それぞれの地域の地形や河川との関係などの影響を強く
受けていた。一部の町村では、複数種の自然災害が多発する場所がみられた。現在に
至るまでにさまざまな災害対策は進んできたが、災害リスクは必ずしも減少していな
いことも認められ、集落や住宅レベルでの伝統的災害対応が重要であることが示唆さ
れた。 

 
 第3章では、山間部の五箇山に伝えられる雪持林に注目し、過去の資料、聞き取り
調査、各林分の現地調査や分布調査によって、現状の評価を行った。その結果、現在
では一部は雪崩防止保安林としての指定を受けているが、伝統的な雪持林は各集落背
後の急斜面に位置し、保全されてきたこと、現在もブナ、トチノキ、ケヤキなどの大
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径木が優占する天然林が維持されていることが明らかになった。一方で、法的な担保
がないことから、食糧難、植林政策、雪崩防止のための公共事業など、時代ごとの社
会･経済の影響を受けて土地利用状況や林種が変化しやすかったことも示唆された。
また現在では、人手不足や資金不足が原因となって管理放棄に至る危険性があること
が明らかになった。 
 

第4章では、平野部の砺波平野に多く存在する屋敷林に注目し、砺波市五郎丸地区
を対象に、過去の地図や資料、先行研究の検討、聞き取り調査、現地調査に基づく図
面化などを通して、現状の評価を行った。その結果、現在では屋敷林に対する価値観
が変化し、本来の防風や防雪といった防災機能を求めない屋敷林が現れていること、
それらは高木がない庭園型あるいは従来型との中間的な型の屋敷林と位置づけられる
ことを明らかにした。しかし一方で、従来型の屋敷林も一定数残存しており、地域の
在来樹種で構成される高木層に加え、果樹、庭木、薬草なども維持されることによっ
て、地域特有の建築材、食料等の資源利用の場、あるいは生物多様性維持の空間とし
ての機能が維持されていることが明らかになった。 
 
 第5章では、第2章から第4章の成果を統合し、総合考察を行っている。その概要は
以下のようである。砺波地域においては自然災害が現在も多発しているが、さまざま
な伝統的災害対応は今日においても注目する必要がある。その機能の維持のために
は、従来行われてきた資源利用に加えて新たな資源利用も視野に入れた管理や計画が
必要となる。また、生態系サービスの観点から見ると、調整サービスに加えて、供給
サービスや文化的サービスも提供する存在である。さらに、グリーンインフラとして
の多面的な効果も期待できる。砺波地域には本論文で取り上げた雪持林や屋敷林以外
にも伝統的災害対応が存在することから、今後はこれらの機能の解明も行い、防災に
加えて、生態系保全や景観形成等の観点も取り入れた、地域ぐるみの維持管理が必要
である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
注)論文内容の要旨と論文審査の結果の要旨は１頁を３８字×３６行で作成し、合わせ 

て、３,０００字を標準とすること。 
論文内容の要旨を英語で記入する場合は、４００～１,１００wordsで作成し 
審査結果の要旨は日本語５００～２,０００字程度で作成すること。 
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（続紙 ２ ）                            
 
（論文審査の結果の要旨） 
 
 日本は急峻な地形と変化に富む気候によって特徴づけられ、災害が頻発する国で
もあるが、一方で各地域で人々が培ってきた伝統的災害対応を認めることができ
る。これらは近代化の波の中で軽視されてきたが、グレーインフラとして整備され
てきた防災施設は老朽化に伴い、必ずしも期待された機能を十分に発揮できていな
い例がある一方で、伝統的災害対応には、現在でもグリーンインフラとして評価さ
れるべき機能や価値が認められる。 
 本論文は、豪雪や季節風に特徴付けられる気象条件と急峻な山地と扇状地からな
る地形を持つ富山県砺波地域を対象として、地域の自然災害の特性を分析し、伝え
られてきた伝統的災害対応の今日的な機能の評価を行い、今後の保全・活用のあり
方を考察することを目的とした。本論文の評価できる点としては、以下の4点が挙げ
られる。 
 
１． 明治期以降の砺波地域における自然災害の発生状況の変化と町村単位での災

害種別の発生頻度を詳細に分析し、対象地域内でも場所によって起こる災害
が異なることや同所的に複数の災害が起こっていることを示したほか、伝統
的災害対応が存在する場所では防災機能が認められることを明らかにした。 

２． 伝統的に伝えられてきた山間部における雪持林は、保安林制度設定以前から
生活を守るために維持されてきたものであり、防災のみならず、地域の資源
を提供する空間としても機能してきたことを明らかにし、今後も森林保全や
林業の持続的経営の観点を持って管理を継続することが重要であることを示
した。 

３． 平野部の屋敷林は、社会情勢の変化の中で新たな類型が認められたが、従来
型の屋敷林には木材資源の調達のみならず、多様な自然資源を含む空間が構
成されており、防災機能のみならず、生物多様性や生態系サービスの観点か
らも重要な存在であることを示した。 

４． 伝統的災害対応として維持されてきた空間は、グリーンインフラとしても多
面的な効果を有しており、その機能を向上させるためには、従来から行われ
てきた管理が重要な要素となることを示した。 

 
 以上のように、本論文は富山県砺波地域の明治期以降の自然災害履歴を可視化
し、各町村の自然災害種や頻度などの地域特性を明らかにしたうえで、山間部の雪
持林と平野部の屋敷林が持つさまざまな機能を解明し、今日的な伝統的災害対応の
理解の重要性を評価しており、環境デザイン学、森林科学、自然災害科学、地理学
の発展に寄与するところが大きい。 

よって、本論文は博士（農学）の学位論文として価値あるものと認める。 
  なお、令和4年2月15日、論文並びにそれに関連した分野にわたり試問した結果、
博士（農学）の学位を授与される学力が十分あるものと認めた。 
  

 
注）論文内容の要旨、審査の結果の要旨及び学位論文は、本学学術情報リポジトリに

掲載し、公表とする。 
ただし、特許申請、雑誌掲載等の関係により、要旨を学位授与後即日公表するこ

とに支障がある場合は、以下に公表可能とする日付を記入すること。  
要旨公開可能日：   年   月   日以降（学位授与日から３ヶ月以内） 


